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東
日
本
台
風
（
台
風
19
号
）
に
よ
り
、

自
ら
が
居
住
す
る
住
宅
（
賃
貸
を
除

く
）
が
被
害
を
受
け
、
そ
の
再
建
等
に

必
要
な
資
金
を
金
融
機
関
等
か
ら
借
入

し
た
場
合
、
そ
の
借
入
に
係
る
利
子
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

な
お
、
申
請
受
付
は
４
月
１
日
か
ら

開
始
し
て
い
ま
す
。
申
請
を
希
望
す
る

方
は
必
ず
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
対
　
象

①
被
災
し
た
住
宅
が
、
一
部
損
壊
以
上

の
被
害
を
受
け
た
方
（
町
発
行
の
り

災
証
明
書
が
必
要
で
す
）

②
被
災
し
た
住
宅
の
再
建
（
建
替
え
、

購
入
、
補
修
）
の
た
め
、
金
融
機
関

か
ら
１
０
０
万
円
以
上
の
借
入
を
し

た
方

③
金
融
機
関
か
ら
借
入
し
た
日
が
、
災

害
発
生
日
（
令
和
元
年
10
月
12
日
）

以
降
の
方

▼
利
子
補
給
期
間　

金
融
機
関
の
第
１

回
償
還
日
か
ら
５
年
間

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

ふ
る
さ
と
定
住

課
定
住
促
進
係　

☎
72 

６
９
５
５

課　　名 係　　名 変更内容 主な事務 業務場所

本庁舎３階
☎72-6901

本庁舎２階
☎72-6912

寺子乙3967-184
☎72-6920

寺子乙3967-184
☎72-6919

スポーツセンタ―
☎72-5959

ゆめプラザ・那須内
子育て支援センター
☎71-1137

事務の効率化を図り町民の利便性をより向上させるために、
４月１日から役場組織の一部を変更しました。
主な変更は、次のとおりです。　

自
然
災
害
被
災
住
宅

再
建
等
資
金
貸
付
金

利
子
補
給
金
助
成
制

度
の
お
知
ら
せ

・秘書に関すること

・林業の振興に関すること

・水道料金等の徴収に関すること
・量水器の検針に関すること

・水道用水の供給に関すること
・水道施設の維持管理に関すること

・下水道業務の総合調整に関する
こと
・浄化槽に関すること

・下水道事業計画に関すること
・下水道事業の設計および施行に
関すること

・スポーツ施設等の設置、管理に
関すること
・文化センター、田中複合施設等
の管理に関すること

・畜産の振興に関すること

・広報、広聴活動の計画および実
施に関すること

・子育て世代包括支援センターに
関すること

・妊産婦および乳幼児の健康診査
に関すること

・健康相談および指導に関すること

・不妊治療に関すること

秘書広報係を秘書係
と広報広聴係に分離

総 務 課 

秘 書 係

広 報 広 聴 係

母 子 健 康 係

林 務 係

畜 産 係

水 道 業 務 係

水 道 施 設 係

下水道業務係

下水道施設係

施 設 管 理 係

農林振興課

上下水道課

生涯学習課

こども未来課

林務畜産係を林務係
と畜産係に分離

庶務係から係名を
変更

工務管理係から係名
を変更

業務係から係名を
変更

施設係から係名を
変更

スポーツ施設整備係
から係名を変更

係を新設

■問合せ　総務課総務係　☎72-6901

４月から役場組織の一部が
変わりました
４月から役場組織の一部が
変わりました


